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こどもの発達が著しく、基礎が形成される乳幼児期に、障がいの特性に応じたより

適切な支援を行うため、周囲の支援者が早期にその特性を把握することが必要です。

特に、こどもたちが集団で生活する保育施設等において、こどもの気になる行動への

早期の「気づき」が重要であるとされています。

福岡県が作成した「障がい児等受入体制標準モデル」（以下、「標準モデル」とい

う。）では、障がい児保育の対象として推奨する範囲を設定し、「気になる子」について、

専門家の巡回支援や関係者会議等の第３者の意見を基に、「支援が適当」と判断され

た児童は、障がい児保育の対象とすることが望ましいとしています。

また、保育施設や市町村から、保育施設において「気になる子」をリストアップする

にあたり活用でき、参考となるチェックシートを示してほしい等の意見がありました。

このような現状を踏まえ、県では令和５～６年度に、障がい児に係る関係機関や県

保育協会、発達障がいがあるこどもの診療等を専門とする医師監修のもと、「福岡県

版こどもの発達チェックシート」を作成しました。

こども達が長時間にわたり集団生活をする保育施設でのこどもの気になる行動へ

の「気づき」は大変重要であり、その気づきがより的確な支援へつながることになり

ます。

本紙は、保育施設等において、「気になる子」に早期に気づき適切に対応を行うに

あたり、必要と思われる情報や資料をまとめた福岡県版の冊子となっております。

福岡県版チェックシート及び本紙を活用して、保育施設等における、早期の適切な

支援、関係機関との連携により、こどもの健やかな発達につなげていただきたいと考

えております。

なお、本紙は、福岡市医師会において作成された園向けの冊子「発達が気になる子

どもの理解と適切な支援の導入へ向けて」を参考・引用させていただいたものです。

この場を借りて深く御礼申し上げます。
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１．発達障がいについて
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神経発達症（発達障がい）の原因はまだよくわかっていませんが、現在では脳機能

の障がいと考えられていて、小さいころからその症状が現れています。下図に示すよ

うに、いくつかの特性が重複して現れることもありますし、その程度もひとによって

は様々です。そのため、こどもの行動や特性の背景にある要因を理解することは大切

であり、対応方法も異なるため、できるだけ整理して考えることが必要です。

１．神経発達症（発達障がい）について

その他、気になる子がいる場合、不適切な養育が存在するなどの要因が考えられ

ます。身体的虐待やネグレクトだけでなく、家庭内にはっきりした規律などがなく家

族が無秩序な生活をしている環境のこどもたちは多動や攻撃性、注意散漫などが見

られます。家族のこどもへの関わりが希薄である場合にも、発達に影響が出たりしま

す。このような家庭環境についても気をつけてみてください。
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２．保育施設等で、発達に心配のあるこどもへの
気づきが大切
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気になる行動はこども中心になりがちな自宅では気づかれにくく、集団生活での

指示の通りにくさなどのように保育施設等だからこそ気がつくことがあります。この

ような集団の中で不適応をきたしやすいこどもたちにとっては、まず初めに「気づき」

があることが大切です。その「気づき」が「より的確な支援」の導入につながり、そのこ

どもたちの理解をすすめていくことで、個性は個性として認めながらも社会性を広げ

ていくことができるようになります。

２．保育施設等で、発達に心配のあるこどもへの気づきが大切
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(１） 集団生活だからこその気づき

(2） 1歳半児健診や3歳児健診の情報も参考にしましょう

1歳半児健診や3歳児健診の情報も「気づき」の大きな参考になります。健診には

関心を持って、受診をすませているかどうか、受診した際にはどのような状況であっ

たか、保健所や健診医からの助言など、なるべく聞くようにしましょう。



３．園で「気になる子」がいた場合
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園で、気になる子がいた場合は、下図に示すように対応していくことをおすすめし

ます。

３．園で「気になる子」がいた場合
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① 担任だけで抱え込まず、周囲の先生にも相談し、園全体でこどもの状況を共

有して考えていきましょう

② 「福岡県版こどもの発達チェックシート」（資料１）等を活用しながら、こどもの

状況を整理しましょう

③ 保護者と相談する機会を持ち、家庭や園の様子を共有していきましょう

家庭での対応や園での保育の工夫をしてみましょう（資料５参照）

こどもの状況を理解した上で、わかりやすい指示、環境を整える、個別に声かけ

するなど丁寧な対応をする

家庭での対応や園での保育

の工夫を継続する
保護者が日常生活で

困っておらず、気づき

がないとき：

園での様子や工夫を伝

え時間をかけて理解し

てもらう

保護者も日常生活で

困っているとき：

集団保育の中で気になる子がいた場合の対応フロー集団保育の中で気になる子がいた場合の対応フロー

＜改善がみられれば＞＜改善がみられなければ＞

・市町村が実施する巡回相談の活用

・各地域の相談機関等について保護者への紹介

（第６章、第７章参照）

※相談機関：資料６、７（３8ページ～）参照



（1）気になる子がいたら園全体で情報を共有して考えていきます。

（2）福岡県こどもの発達チェックシート（資料１）等で気になる点について具体的に整

理します。チェックシートをつける際の注意事項あるいは保護者への説明について

は、第4章に記載しています。保護者の気持ちを尊重し、対応には十分留意してく

ださい。

（3）保護者と相談する機会を持ちましょう。問題点に留意しながら、家庭での対応や

園での保育の工夫をすることでこどもの気になる行動が改善することがあります。

具体的には「園での対応の工夫」（資料５）を参考にしてください。

（4）改善が見られないようなら、市町村のこども家庭センターや子育て支援の部署、

療育機関等の専門機関への相談等を保護者に提案します。ただ、保護者も困り感

が見られない場合は、保育の工夫を行いながら保護者との連携を取っていきます。

（５）保護者や関係機関等と連携をとりながら、こどもへの対応を進めていきます。

２．保育施設等で、発達に心配のある子どもへの気づきが大切
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３．園で「気になる子」がいた場合

対応フローの説明



４．福岡県版こどもの発達チェックシートの
使用について

１1



「障がい児保育等受入体制標準モデル」にて、「気になる子」について専門機関や巡

回支援等の第3者の意見を聴取する前に、保育施設等がリストアップする際に参考と

なる、複数のチェックシート（日本語版M-CHATやSDQ（子どもの強さと困難さアン

ケート）等）を記載しておりますが、市町村や保育施設等から、「どれを活用して良いか

わからない」等の意見がありました。

そのため、障がい児及び医療的ケア児の支援に係る関係機関や県保育協会、発達

障がいがあるこどもの診療等を専門とする医師監修のもと、「福岡県版こどもの発達

チェックシート（資料１）」（以下、「チェックシート」という。）を作成しました。

このチェックシートは、保育施設等における「気になる子」について、漠然と気に

なっているこどもの行動や特性を整理するために作成したものです。

４．福岡県版こどもの発達チェックシートの使用について

１2

(１） チェックシートの目的

(2） 対象

・２歳児用 ２４か月～３０か月（満２歳～２歳半）

・５歳児用 ６０か月～６６か月（満５歳～５歳半）

(3） チェックシートを記入する際の注意事項

チェックシートに記入する際は、日頃のこどもの様子を思い浮かべながら行ってみ

てください。ただ、実態を正しく把握するためには、具体的な場面、具体的な行動、そ

のときの対応策とその後のこどもの行動などを慎重に観察することも大切です。自

分一人での把握で難しいようであれば、他の保育者からも意見を聞いて、なるべく客

観的にとらえましょう。



① 主な発達障がいの行動特性に関する下記表記載の９領域において、発達の度合い

を把握します。

② 気になる状態や園で起こっている気になる行動について該当するものにチェック

を行い、多動・不注意があるのか、情緒に問題があるのか、仲間関係の構築に困難

があるのか等、各領域で行動や特性を整理します。

③ 各質問項目において、「よくある（あてはまる）」「時々（ややあてはまる）」「なし（あ

てはまらない）」の３段階の観点でチェックし、各領域で「よくある（あてはまる）」に

チェックが多いほど発達上の課題や特性が大きいと考えられます。

④ これにより、ある領域では発達の遅れが見られる一方で、他の領域では高い能力

があるなど、こどもの特徴がよく分かってきます。

⑤ 対象児童について、複数回チェックを行い、気になる行動がどのくらいの頻度で

みられているかを記録、整理します。

⑥ チェックする際に、こどもの行動を再度見直してみると、ただ衝動的に動いている

のか、 他に関心が向いてそちらに向かって動いて行っているのか、行動の動機や興

味、関心のあるものがわかり、指示の仕方の参考になります。気になる行動につな

がっている内容を具体的に整理することで、こどもの視線から興味・関心があるも

のを外して注意がそれるのを防ぎ、ひいてはこどもの気持ちを落ち着かせることが

できます。

４．福岡県版こどもの発達チェックシートの使用について

１3

(４） 「福岡県版こどもの発達チェックシート」の記入ついて （資料１を参照）

詳細
内容

領域
５歳児2歳児

人との社会的な相互関係を築くことの困難等社会性（１）

反抗的で攻撃的な行為を繰り返す等行為の問題（２）

じっとしていられない、集中できない等多動・不注意（３）

状況に合わない心身の状態が自分の意志ではコントロール
できない等

情緒の問題（４）

仲間との関係構築の困難等仲間関係の問題（５）

他者に対するポジティブな行動発達の遅れ等向社会的な行動（６）

話し言葉によるコミュニケーションの困難等ことば（７）

豊かな感性や表現する力の発達の遅れ、漠然とした空間の把握
が苦手、知的能力やルールの理解の発達の遅れ等

表現/空間認知
/精神・神経発達

表現（８）

運動発達の遅れ等運動（９）

４．福岡県版こどもの発達チェックシートの使用について



４．福岡県版こどもの発達チェックシートの使用について

１4

(5） チェックした結果を検討する際に気をつけたいこと

チェックシートの記入はこどもをむやみに評価したり、優劣の判断をしたりするた

めのものではありません。同じ問題を有していても、こどもの個性は様々です。また、

成長とともに問題点が変わることもあります。

保育施設等には幅広い発達段階のこどもたちがいます。例えば1月～3月生まれの

こどもたちは同じクラスの4、5月生まれのこどもたちより未熟な発達段階にありま

す。また、個人差もあり早い発達経過のこどももいれば、ややゆっくりした発達のこ

ども、時には後戻りしているように見えるこどももいます。じっくりと一定期間、そ

の子の成長の様子を観察することも大切です。

こどもたちの成長は育ってきた環境にも影響を受けます。特に家庭環境において

は、きょうだいがいるかどうか、祖父母やいとこなど多くの家族とのかかわりがあ

るのかどうかで発達の速さは異なってきます。また複数の言語でのコミュニケー

ション環境のこどもなども影響を受けます。

このように、様々な発達段階や家庭環境を考慮したうえで、集団生活への適応に

困っているこどもに対しては細やかな支援が必要となります。その際には、自信を

失わないように達成感を与える、しっかりとした居場所を園の中でも作っていくな

ど、一人ひとりの状況に応じて対応していくことが必要です。

問題となる行動、できないことばかりに気をとられがちになりますが、こどもの得

意なこと、よい面をとらえることも大切です。福岡県版こどもの発達チェックシート

で大まかにこどもの行動や特性を整理する際には発達状況を知るだけではなく、得

意なことやよい面にもきちんと目をとめてください。よい点を認め褒めることはこ

どもとの関係が良好になるなど、こどもへの支援を考えるための有効な手がかりに

なります。

４．福岡県版こどもの発達チェックシートの使用について

① まず、こどもの優劣をつけるためではないことを念頭においてください。

② 一人ひとりのこどもを幅広い視点から把握してみてください。

③ 得意なこと、よい面にも目を向けましょう。



４．福岡県版こどもの発達チェックシートの使用について
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(６） チェックシートをつける際の保護者への説明

こどもの状態の改善のためには家族の理解と適切な対応がきわめて重要になるの

で、できるだけ保護者にもチェックシートの内容を理解してもらうことが大切です。保

護者には、入園時等の機会を利用して、前もって「こどもはいろいろな個性を持ってい

ます。それぞれに適した保育を行うため、こどもの発達や行動が気になった際には、

チェックシートで状況を把握するようにしています」ということを説明し、園において

チェックシートを利用することがあることについて理解してもらっておく方がいいで

しょう。ただ、実際にチェックシートをつける際は、保護者が事前の説明やこどもの状

態をどのように理解しているかによって対応は異なってきます。具体的には、以下の

ような対応方法が考えられますので、参考にしながら園の中で十分に検討のうえで対

応してください。

① 保護者が「こどもの状態への気づきがない」、または保護者に「こどもの状態

を伝えてもなかなか理解してもらえない」状況だが、園ではこどもへの対応を

すすめていきたい場合

① 保護者が「こどもの状態への気づきがない」、または保護者に「こどもの状態

を伝えてもなかなか理解してもらえない」状況だが、園ではこどもへの対応を

すすめていきたい場合

４．福岡県版こどもの発達チェックシートの使用について

まず、園でチェックシートを活用しこどもの状況をチェックして課題を整理し、参考に

しながら園での対応や工夫を行ってみてください。その間に、保護者との信頼関係を

築きながら、こどもへの理解に合わせて少しずつ発達の課題や園で行った対応などを

知らせ、実際の状況への理解を徐々にすすめていきます。チェックシートの結果につい

ては、保護者の理解度に合わせて以下のような例文を参考に説明してみてください。

「保護者の方にとってこどもの成長を見ることは楽しいことだと思いますが、なかな

か思うようにはいかずお困りのこともおありのことと思います。また、困りごとは家庭

内の小さな集団よりも保育施設等のような大きな集団の方がよりはっきりと見えてく

ることがよくあります。こどもはいろいろな個性を持っていますので、当園ではそれぞ

れに適した保育を行うようにしています。そのため、こどもの発達や行動が気になっ

た際には、チェックシートで状況を把握するようにしています。」

その上で、チェックシートで把握できた発達状況や保育で工夫していることを説明し、

家族と一緒にこどもへの対応方法を相談する、あるいは専門機関等での相談等をす

すめる際などに役立ててください。



４．福岡県版こどもの発達チェックシートの使用について
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② 保護者が「こどもの状態に気づきや不安があり、園との信頼関係ができてい

る」場合

② 保護者が「こどもの状態に気づきや不安があり、園との信頼関係ができてい

る」場合

４．福岡県版こどもの発達チェックシートの使用について

保護者の了解の上でチェックシートをつけ、その結果を両者で評価して対応をすすめ

ます。保護者へ説明する際には、上記の例文を参考に説明した上で、「チェックシートを

つけてみたいと思いますが、ご同意いただけますか？」と相談し、同意のもとに一緒に

チェックシートで問題点を確認してみてください。課題を共有していくことでよりよい

改善が期待できます。

専門機関や相談機関への相談後、それぞれのこどもに合った保育課題を検討、園で

の工夫を保護者と相談するときなどにもチェックシートは利用できます。
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資料１
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４．福岡県版こどもの発達チェックシートの使用について
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事例 ふくおか くん （５歳の男の子）事例 ふくおか くん （５歳の男の子）

４．福岡県版こどもの発達チェックシートの使用について

クラス編成があって、新しいクラスに変わった際、馴染むのに時間がかかりました。

保育者の一斉指示では内容を理解していないことが多く、周りを見て、キョロキョロ

したり、なんとなく動いている様子が見られます。一方で、絵カードを見せて指示を出

すと、伝わることがあります。

また、集団の中では話を聞いていない時があり、話を理解しているような表情をしま

すが、指示や説明の内容をもう一度言わせると答えられないことが多いです。

友だちとの話を聞いていなかったり、聞く気がないときもあります。

活動では、粘土は好きで集中して座っていられますが、あまり好きではない活動では

集中することができず、離席が多くなります。ルールがある遊びでは独自のルールを

作ります。お友だちとの関わり方が分からなくて、主には一人遊びをしています。「か

して」と言葉で伝えることができず、友達のおもちゃを取ろうとして、手に入らないと、

友達をたたくことが時々見られます。相手の気持ちを察するのは難しい様子です。

姿勢の保持が苦手で、ずっとそわそわしている様子があります。運動面、組体操など

で身体を支えることが苦手で、体幹が弱い印象があります。スキップなどリズムに合

わせる動作が難しいため、リズム遊びの参加をしぶりがちです。

活動の進め方が分からず、活動の開始が遅れがちで、なかなか作り始められないこ

とが多いです。イメージしたものを形にするのに時間がかかります。

静かな場所でもしゃべりだしたり、友だちが発表している間もずっと粘土を触ったり、

お喋りをしていることがあります。相手との距離感も近く、上手くいかないことがある

と激しく泣きます。遊んだ後は、片付けるように伝えていますが、整理整頓が苦手です。

また、偏食があり、食べられるものが限られています。

資料２

＜保育での状況＞

保育の中で気になるこどもの事例を「ふくおかくん」（資料２）として紹介しています。

このような特性を持ったこどもに気がつかれた際には、ぜひこどもの発達や行動を整

理してみてください。 「ふくおかくん」（資料２）をモデルとして、チェックシートの記載

例（資料３）も作成しておりますので参考にしてください。

(７） チェックシートの記載事例
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資料３
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４．福岡県版こどもの発達チェックシートの使用について

２4

４．福岡県版こどもの発達チェックシートの使用について

「福岡県版こどもの発達チェックシート」は、既に市町村や保育施設において「気にな

る子」に関する独自のチェックシートを使用している場合、その使用を妨げるものでは

ありません。また、下記参考となるチェックシート等も含め、最適なものを活用くださ

い。

(８） その他参考となるチェックシートの活用について

（参考となるチェックシート）

(９） 乳幼児健診における問診票について

こどもの健康状態を把握し、健康の保持や増進を図るため実施されている、3歳児に

対する乳幼児健診や、社会性発達の評価、発達障がい等のスクリーニング、健康増進

を目的として体制整備が必要とされている５歳児健診の実施にあたっては、こどもの

日常生活の様子、発達の状態等を確認するため、問診票（資料４）の記入が必要となり

ます。

福岡県版こどもの発達チェックシートの結果や乳幼児健診問診票の記入結果を合わ

せて確認することで、家庭生活と保育場面のこどもの振る舞いや日常生活動作の違

いなど認識のすり合わせに役立つことが期待されます。

（参考）

・こども家庭庁HP 「乳幼児健診に関する取組み」

https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/nyuyojikenshin

掲載 対象年齢 チェック項目
評価

難易度

日本語版M-CHAT
神尾陽子（日本版著）
https://hattatsu.go.jp/top
ics/m-chat/

2歳前後 社会性 易

SDQ
（子どもの強さと困難さアンケート）

Goodman R 著
https://ddclinic.jp/SDQ/in
dex.html

2歳～ 情緒や行動 易

遠城寺式乳幼児分析的
発達支援検査法

遠城寺宗徳,梁井昇両 ほか著 0～5歳
運動・言語
・社会性

やや難

改訂日本版デンバー式発達
スクリーニング検査（JDDSTｰR）

上田礼子(日本版著) 0～6歳
社会性・言語・

微細運動・粗大運動
難



資料４
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5．気になる行動や特性が見られる場合の
対応について
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５．気になる行動や特性が見られる場合の対応について

福岡県版こどもの発達チェックシートにおいて気になる行動や特性がみられる場

合、下記参考資料等を参考に、こどもの状況を理解した上で、わかりやすい指示を

出す、環境を整える、個別に声かけする、丁寧な対応をする等、園での保育の工夫を

してみましょう。

資料５

(１） 気になる行動や特性がみられる場合の保育施設でのかかわり方の工夫について

気になるお子さんへのかかわり方＜園での対応の工夫＞

園の中で、他のこどもたちと同じように行動できないこどもがいたときは、保育の中でいく

つかサポートの工夫をしてみましょう。ここでは、そのポイントを紹介します。

１． 丁寧に観察する

こどもの気になる行動には必ず理由があります。例えば、あつまり中に保育室から出て

いくこどもの場合、どんな状況のときに保育室から出ていくのか？そのきっかけを観察し

てみましょう。友だちの大声を聞くのが辛いとか、他のクラスのこども達が外に出ていく

様子を見たとか、あつまりで読んでいる絵本に興味がないとか、そのこどもなりの理由が

あります。

こどもの行動の理由がわかると、保育者もこどもに対する対応が見えてきます。例えば、

大声を聞くことが辛いこどもには、こども同士の距離を遠ざけるとか、外に出ていくこど

もを見ると行きたくなってしまうこどもには外に出ていく様子が見えない座席配置にする

とか、興味の持てない絵本を読み聞かせるときは保育室のコーナーで別の絵本を見てい

いような配慮をするとか、原因に合わせたサポートの手立てが考えられます。

2. 見ることの強みを活かす

人は視覚から 80%の情報を得ていると言われていますが、発達障がいがあるこどもた

ちは、耳で聞いたことよりも目で見ることの方が理解しやすい傾向があります。知的障が

いのこどもにとっても言葉かけに加えてジェスチャーや実物、絵カードなど目で見てわか

る情報があると理解しやすくなります。

３歳以上児の集団保育では、保育者がこどもたちに一斉指示を出す場面が多くなります

が、発達の遅れやばらつきがあるこどもたちは定型発達のこどものように「繰り返し言っ

て聞かせればわかる」わけではありません。

実物、絵や写真などを使って目に見える形にして伝える方が、理解しやすくなります。ま

ずは「言って聞かせる保育」から「見せて伝える保育」に切り替えてみましょう。
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５．気になる行動や特性が見られる場合の対応について

① 見通しを伝える

絵や写真カードを使って「どこで」「何をするか」を

伝えます。

提示するものは、こどもの理解力に合わせて、実物、

絵、シンボル、写真など、その子が「わかる」ものにす

ることが大切です。

② 手順を伝える

着替えや手洗いなど、複数の動作を伝えるときには「手順カード」を使用してみま

しょう。「手順書」があると保育者が声かけしなく

ても自分から行動することができていきます。

＊「手順カード」はこどもの理解力に合わせた枚

数にします。こどもの発達がゆっくりの場合は

１、２枚から始める方が伝わりやすいです。

③ 時間の経過を伝える

園の生活は保育者が管理していて、こどもにとっては「何がいつ始まり、

いつ終わるのか、次の活動はなにか」が漠然として捉えにくいものです。

ですので、１日の活動を絵や写真を使ったスケジュール表にして視覚化

して知らせることで、こどもは見通しをもって過ごすことができます。

こどもにとって見たくなる要素が入っていることが大切です。「○○し

たら△△できるよ」と励みになるスケジュールにしていくことがコツです。

④ 環境を整える

見ることに強みがあるということは裏を返すと、見ることに影響されやすいことで

もあります。気が散りやすいこどもに朝の準備や着替え、課題などに集中させたい場

合は、こどもが集中できる環境を整えることが大切です。

図１は保育室で朝の準備をするときに、入口側にコーナーを作り、仕切りで玩具が

見えないようにしています。

図２は着替えに集中でき

るようにブースを作ってい

る写真です。

自分がするべきことだけ

が見えるとこどもたちは集

中して取り組むことが増え

てきます。 図１ 朝の準備コーナー 図２ 着替えコーナー
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５．気になる行動や特性が見られる場合の対応について

⑤ 手がかかりを目立たせる

こどもが適切な行動ができるように、道具に目印を

付けたり、立つ位置がわかるようにします。

例えば、手洗い台の前に足形を付けて並ぶ場所を目

立たせることや、スプーンを持つ位置や上靴の左右、

トイレットペーパーの長さを教えることができます。こ

ういった支援は、ルールを自分で考える、思い出す、な

ど精神的な自立にもつながります。

＊視覚支援を活用するときは、事前に

見せる物やカードなどの準備が必

要です。こどもが見て理解できる

ことが大事です。それがこどもに

とってわかりづらいものでしたら、

その子に合ったものに作り替える

必要があります。

3. わかりやすい指示の出し方

一斉指示では伝わらないこどもの場合、個別に声をかけて指示をしてみてください。わ

かりやすく伝えるには３つポイントがあります。

① 個別の声かけ 【おだやかに、すこし近づいて、しずかに】

保育室はいつも多くのこどもたちの動きや声でざわざわしています。ですので、保育者

の指示はこどもと距離が離れていると大声になりがちです。こどもに近づくことで自然と

静かにおだやかに伝えやすくなります。保育者が個別に指示をすることでこどもも自分

に声をかけられたことを意識できます。

② 指示は一度に一つの内容で、簡潔に

４歳児以上になると、一度に３つ程度の指示を聞いて行動できるこどもが増えてきます

が、そうした指示では行動できないこどもの場合は、理解力に合わせて短い文（単語や二

語文程度）で伝えましょう。

「はさみを道具箱に片付けてから、帽子をかぶって外に行きましょう」では、最後の「外

に行きましょう」しかわからないこどももいます。

「はさみを片付けます」、「帽子をかぶります」、「外にいきましょう」と内容を分けて伝え

ることで、こどもは理解して行動することができます。さらに、前段の“見て理解する強

み”を活かし、身振りを交えながら伝えるといいでしょう。



資料５：気になるお子さんへのかかわり方＜園での対応の工夫＞

福岡市医師会 保育園・幼稚園保健部会（2023年）
「発達が気になる子どもの理解と適切な支援の導入へ向けて～保育園・幼稚園
の保育者の皆様へ」p11～14 引用
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５．気になる行動や特性が見られる場合の対応について

③ 「肯定的、具体的」に伝える

保育者はこどもに対して「廊下は歩く」、「おもちゃは片付ける」、「順番を守る」などの行

動を期待しますが、こうした行動をこどもたちが取れないときには「廊下は走らないで」、

「おもちゃ投げないで」など否定的な言い方になりがちです。

しかし、発達障がいの傾向があるこどもは否定的な表現の意味を推し量って適切な行

動をとることが難しいと言われています。また、「～ダメ」、「～しないで」といった否定的

な表現に敏感になり、「行動」ではなく「自分」を否定されたと感じがちです。

そこで、声かけをするときには「～します」という肯定的な表現で伝えましょう。例えば、

すべり台の順番待ちに割り込んできた場面では「いけない」というのではなく、「○〇くん

の後ろに並ぼうね」と肯定的、具体的に伝えてください。肯定的な声かけはこどものやる

べき行動そのものです。

肯定的、具体的に伝えるためにも目印を付けてわかりやすい環境を作ることは大切で

す。「足型のところで待とうね」「スプーンの赤いところを握ろう」など具体的な伝え方が

できます。

4. ほめる、認める

3歳以上児になると一人でできることが増えてくるため、大人からほめられることが増

え、こども自身が達成感を感じ、それが自信につながっていきます。

一方、落ち着きがない、集団の中で外れた行動をとるといったこどもたちは、家庭でも

園でも注意されることが多く、ほめられることが少なくなりがちです。しかし、そうした対

応を続けてもこどもの困った行動は減っていきません。

保護者や園からは「こどものできないこと、苦手なことはどうすればできるようになりま

すか？」という質問を受けますが、まずはできることや得意なことをほめたり認めたりして

伸ばしていくという視点が大切です。

周囲の大人からほめられた、認められたと感じることで、こどもは「できた」という成功

体験をもつことができます。そして、得意なことやできることを増やしていく中で、自分に

自信がもて、少し苦手なことにもチャレンジしていこうという気持ちが育ちます。こういっ

た非認知能力を育む働きかけは保育所保育指針や幼稚園教育要領にも記載されており、

どのこどもにとっても有効かつ重要です。

こどものできないこと、苦手なことはいったん棚上げして「あ

たりまえのこと、できること、得意なこと」に注目してほめてい

きましょう。こどもは安心と自信の中で成長していきます。



福岡県版こどもの発達チェックシートにおいて複数の困った行動がかなりの頻度で

みられる等、対応に困っている時には、各市町村が実施する巡回相談の活用や、相談

機関等の利用について保護者に話し、早期に専門的な相談を受けることも大切です。

５．気になる行動や特性が見られる場合の対応について
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(２） 乳幼児期において気になる行動や特性がみられる場合

(３） 就学前期において気になる行動や特性がみられる場合

乳幼児健康診査を実施している医療機関や市町村の保健センターへ相談すること

ができます。保健センターでは保健師がお話を伺い、必要なアドバイスを行います。ま

た、希望によっては、専門機関等を紹介することもできます。

市町村のこども家庭センター、保健センター、子育て支援の部署などに相談し、アド

バイスを受けたり、専門機関を紹介してもらったりすることができます。

また、早期に専門的な判断をもとに相談や診断を受けることも大切です。児童相談

所では、医師や心理職員の専門的判断をもとに相談を受けることができます。さらに、

保護者の了解を得たうえで、児童相談所が保育施設等の先生にこどもの状態を正しく

説明し、どのような対応が必要かなどアドバイスを行うことができます。

(相談先） 医療機関 → 資料６：４０ページ

市町村の保健センター → 資料６：３９ページ

(相談先） 医療機関 → 資料６：４０ページ

市町村の保健センター → 資料６：３９ページ

(相談先） 市町村のこども家庭センター及び保健センター → 資料６：３９ページ

児童相談所 → 資料６：４０ページ

(相談先） 市町村のこども家庭センター及び保健センター → 資料６：３９ページ

児童相談所 → 資料６：４０ページ



５．気になる行動や特性が見られる場合の対応について
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（４） 「ふくおか就学サポートノート」の活用

ふくおか就学サポートノートは、関係者がこどものことをよく理解し、こどもが一貫した継

続性のある支援を受けることができるように、保護者または本人が主体となって作成・保管

するものです。（資料８を参照）保育施設等では、このノートに記載された情報をもとに、各段

階（ライフステージ）に応じた「個別の（教育）支援計画」を作成・修正することで一人ひとりに

応じた支援を行うことができます。

気になるこどもがいた場合は、保護者に対して活用を勧めるとともに、保護者から提示さ

れた際には、積極的な作成支援や効果的な活用をお願いします。

（保育施設の先生方）

・対象のこどもに関する情報収集・実態把握が速やかにできます。

・関係者（先生や担当者など）が、対象のこどもに関する情報を共有することで、一貫した支援

を行うことが可能になります。

・就学・進学しても、対象のこどもに関する情報を引き継ぐことができるので、継続した支援

を行うことが可能になります。

（保護者）

・こどもの情報を整理することで、こどものことを改めてよく理解することができます。

・こどものことを正確に分かりやすく説明することができます。

①周知する

保護者に対して、ふくおか就学サポートノートの周知を図り、希望者には、福岡県庁の

ホームページからダウンロードし、活用いただくよう伝えてください。

（URL：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/site/kyouiku/support.html）

②作成を支援する

作成の主体は、保護者（または本人）ですが、保育施設等では、対象のこどもの様子など

を情報提供し、ノートの作成を支援してください。保護者とともに作成したり、専門家による

巡回相談を活用したりする方法も考えられます。

③「引き継ぎシート」を使って、情報を引き継ぐ。

ノートの中の「引き継ぎシート」を使って、就学先・進学先の学校等に伝えます。その際、保

護者が直接伝える方法もありますが、保育施設等が保護者の同意に基づいて連絡会等で引

き継ぐ方法も考えられます。

「ふくおか就学サポートノート」作成・活用のメリット

「ふくおか就学サポートノート」の作り方・使い方
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(５） 保育所等が利用できる県事業について

福岡県では、社会福祉法人等に委託し、障がいのある児童等のライフステージに応じた

発達の支援、生活の指導及び相談対応等を行い、障がいのある児童等やその家族の地域

における生活の支援を実施しています。福岡県（政令市及び中核市を除く）に在住する障

がい（その疑いがある）児及びその家族が利用でき、障害者手帳や診断がなくても、気軽

に相談することができます。

県内の１３障がい保健福祉圏域に１か所ずつ、障がい児等及びその保護者を対象とした、

障がい児等療育支援事業所を設置しています。家庭等を訪問し療育指導や相談等を行う、

在宅支援訪問療育等指導、外来の方法による在宅支援外来療育等指導、障がい児通所支

援事業所及び障がい児保育を行う保育所等の職員に対する療育指導や相談等を行う、施

設支援一般指導を行っています。

※障がい児等療育支援事業所の相談窓口一覧→資料７：４５ページ

医学的知見に基づく療育支援事業所を県北部地区に２か所・県南部地区に１か所設置

しています。①と同様に、家庭等を訪問する在宅支援訪問療育等指導、外来の方法による

在宅支援外来療育等指導、障がい児通所支援事業所及び障がい児保育を行う保育所等の

職員に対する施設支援一般指導を行い、発達障がいに関する医学的知見に基づく療育指

導や相談等を行っています。

※発達障がい児等療育支援事業所（医療連携型）の相談窓口一覧→資料７：４６ページ

福岡県障がい児等療育支援事業

福岡県発達障がい児等療育支援事業（医療連携型）

① 福岡県障がい児等療育支援事業について （障がい福祉課）① 福岡県障がい児等療育支援事業について （障がい福祉課）

② 発達障がい児等教育継続支援事業について （特別支援教育課）② 発達障がい児等教育継続支援事業について （特別支援教育課）

福岡県では、発達障がい等にある園児に対し、一貫した継続性のある支援整備するこ

と目的として、県内の保育所、認定こども園に対し、発達障がい児等に対する指導と必要

な支援を行うため、巡回相談員の派遣を行っています。

【お問い合わせ先】 （全般）県特別支援教育課、（保育所等）福岡県保育協会事務局、

(URL : https://www.fphk.jp/support.html)
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福岡県版こどもの発達チェックシートにおいて複数の困った行動がかなりの頻度で

みられる等、対応に困っている時には、各市町村が実施する巡回相談の活用や、相談

機関等の利用について保護者に話し、早期に専門的な相談を受けることも大切です。

６．相談機関等の利用と保護者との連携
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(１） 相談機関等の紹介について

(2） チェックシートを利用した保護者との連携

保護者によっては、園でのこどもの様子を率直に伝えにくい、理解してもらいにく

い場合があります。ただ、保育施設等で手がかかっているこどもにおいては、保護者も

また家庭で「何度注意をしても同じことを繰り返す」、「他のこどもはできるのにできな

い」といった育児の悩みを持っている場合がよくあります。そのような場合にはチェッ

クシートを通して悩みごとを整理することで園と保護者が共通の理解ができ、一緒に

対応を考えていけるようになってきます。

(３） 相談機関等の紹介は保護者の気持ちを十分に尊重する

専門機関等での相談を受けることが望ましいと判断した場合、保護者に受け入れて

もらいやすくするためにはどのような声かけをすればいいのでしょうか。そのような

場合は次のような声かけをしてみては如何でしょうか。「園でもこどもさんのよりよい

発達を促していきたいと思っていますので」、あるいは「私たちもよりよい発達ができ

る方法を保護者の方と一緒に考えていきたいと思っていますので」といった言葉を添

えて「こどもさんのこれからの将来を考えるうえでも専門機関で相談をした方が安心

ですよ」、「子育ての助言を聞いてみましょう」などの声掛けで保護者の方も安心する

ことが多いようです。また、園医の健診の際にも相談してみてください。担任からの意

見だけではなく、医師からも「この子の将来を考えたら専門機関等で一度相談をした

方がいいね」などの意見をもらえれば、保護者も前向きに考えるきっかけになるかも

しれません。

医療機関等を受診しても必ずしも診断名がすぐに告げられるわけではありません。

診断名がつくことはこどもの状態を理解でき、その子にあった対応ができるようにな

り、こどもにとっては貴重な情報となります。一方で診断をつけることには慎重な判断

が必要で、専門機関においても、時間をかけて様々な情報を統合して行います。ただ、

保護者の中には診断名をつけられることを避けたいという気持ちの方たちもあり、保

護者の気持ちを大切にしながら、お伝えすることが必要です。



相談機関等で初めて相談や診療を受ける場合、相談機関等はこどもの情報を十分

に持っていません。事前に、園での集団生活におけるこどもの様子や保護者の理解度

を把握できていると、相談や診療がこどもの実態に沿ったものになります。また、保護

者へ紹介をする際に、相談機関名や連絡先を伝えるだけでは、保護者がうまくこども

の様子を伝えることができないことがあります。そのため、園から相談機関等への事

前の情報提供や相談場面への同席等はたいへん重要になります。

情報提供をする際は、保護者に「園でのお子さんの様子を知らせることは相談機関

等での相談や診療にたいへん役立ちますので、園での状況をお伝えしておきますね」

などと説明し、できるだけ了解を得るようにしてください。

６．相談機関等の利用と保護者との連携
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(４） 相談機関等との連携について
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７. 相談機関について
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● こども家庭センター

こどもに関する心配ごとについて、相談することができます。

● 市町村保健センター

発達障がいを含む乳幼児期の発達について、気軽に相談できます。

● 市町村福祉担当課

福祉サービスや子育て情報について、気軽に相談できます。

● 相談支援事業所

障がいのある方やその保護者等からの相談に応じ、関係機関と連携を取りながら支

援を進めます。

発達障がいのある方やその家族に対するさまざまな相談に応じ、助言や情報提供

を行っています。診断がなくても、発達について気になることがあれば、気軽に相談で

きます。（年齢制限はありません。利用は無料です。）

県内の発達障がいに関する支援情報は県ＨＰ「発達障がいのある方への支援に関す

る情報」をご参照ください。

（URL :https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hattatsusyougai.html）

（１） 福祉、保健に関する主な窓口

各市町村（お住まいの市町村へお問い合わせください）

福岡県発達障がい者支援センター ・・・４１ページ

● 保健所

こころとからだの健康、こどもの発育発達上の悩みについて相談することができま

す。（※北九州市、福岡市及び久留米市には、市の保健所があります。各市役所へお問

い合わせください。）

福岡県保健福祉（環境）事務所 ・・・４２ページ

資料６
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こどもの生活上の気になる点について、相談することができます。

（※北九州市及び福岡市には、市の児童相談所があります。各市（区）役所にお問い

合わせください。）

福岡県児童相談所 ・・・４３ページ

福岡県精神保健福祉センター ・・・４４ページ

福岡県障がい児等療育支援事業所 ・・・４５ページ

こころの健康問題で困っている方、家族や身近な方からの相談等に応じています。

（※北九州市及び福岡市には、市の精神保健福祉センターがあります。直接お問い

合わせください。）

障がい福祉圏域ごとに、障がいに関する療育指導や相談等を行っています。

福岡県発達障がい児等療育支援事業所（医療連携型）・・・４６ページ

発達障がいに関する医学的知見に基づく療育指導や相談等を行っています。

（2） 医療に関する主な窓口

こどもの発達障がいについては、主に以下のような専門医が対応します。

児童精神科、小児精神科、小児神経科

医療機関の情報は「発達障がいの対応を行っている医療機関リスト」をご参照くだ

さい。

（URL:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hattatsuiryoukikan.html）

医療機関（各医療機関にお問い合わせください）
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【県】

（１） 発達障がい者支援センター

発達障がい者支援センター

資料７

所管区域名称地域

行橋市、豊前市、中間市、芦屋町、水巻町、岡

垣町、遠賀町、苅田町、みやこ町、吉富町、上

毛町、築上町

福岡県発達障がい者支援センター

（北九州地域）

北九州 電 話 093-922-5523（平日 9:00～17:00）

予約日 月曜日～金曜日（9:00～17:00）

相談日 月曜日～金曜日（10:00～17:00）

※相談は電話で予約のうえ、来所ください。

住 所 北九州市小倉南区春ケ丘10-2

筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府

市、古賀市、福津市、朝倉市、糸島市、那珂川

市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、

久山町、粕屋町、筑前町、東峰村

福岡県発達障がい者（児）支援センター

Life（ライフ）

福岡

電 話 092-558-1741  FAX 092-558-1742

開所日 月曜日～金曜日（9:00～17:00）

住 所 春日市原町3-1-7 クローバープラザ１階

直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小

竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、糸田

町、川崎町、大任町、赤村、福智町

福岡県発達障がい者支援センター

ゆう・もあ

筑豊
電 話 0947-46-9505 ＦＡＸ 0947-46-9506

開所日 月曜日～土曜日（9:00～18:00）

住 所 田川市大字夏吉4205-7

大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、

大川市、小郡市、うきは市、みやま市、大刀洗

町、大木町、広川町

福岡県発達障がい者支援センター

あおぞら

筑後
電 話 0942-52-3455 ＦＡＸ 0942-53-0621

開所日 月曜日～金曜日（9:00～17:00）

住 所 八女郡広川町一條1361-2

所管区域連絡先・住所名称

北九州市
電 話 093-922-5523

住 所 北九州市小倉南区春ヶ丘10-2

北九州市発達障害者支援セン

ター つばさ

福岡市

電 話 092-753-7411

FAX 092-753-7412

住 所 福岡市中央区舞鶴1丁目4番13号

福岡市発達障がい者支援セン

ター ゆうゆうセンター

【政令市】
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（２） 福岡県保健福祉（環境）事務所

所管区域連絡先・住所名称

筑紫野市、春日市、大野
城市、太宰府市、那珂川
市

保健所 092-513-5583

住 所 大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎内

筑紫

保健福祉環境

事務所

古賀市、宇美町、篠栗町、

志免町、須恵町、新宮町、

久山町、粕屋町

保健所 092-939-1534

住 所 糟屋郡粕屋町戸原東1-7-26

粕屋

保健福祉事務所

糸島市
保健所 092-322-1439

住 所 糸島市浦志2-3-1 糸島総合庁舎内

糸島

保健福祉事務所

宗像市、福津市、中間市、
芦屋町、水巻町、岡垣町、
遠賀町

保健所 0940-36-2366

住 所 宗像市東郷1-2-1 宗像総合庁舎内

本

庁

舎宗像・遠賀

保健福祉環境

事務所

住 所 遠賀郡水巻町吉田西2-17-7

分

庁

舎

直方市、飯塚市、宮若市、
嘉麻市、小竹町、鞍手町、
桂川町

保健所 0948-21-4815

住 所 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎内

本

庁

舎嘉穂・鞍手

保健福祉環境

事務所

住 所 直方市日吉町9-10 直方総合庁舎内

分

庁

舎

田川市、香春町、添田町、

糸田町、川崎町、大任町、

赤村、福智町

保健所 0947-42-9345

住 所 田川市大字伊田3292-2 田川総合庁舎内

田川

保健福祉事務所

小郡市、うきは市、朝倉
市、筑前町、東峰村、大刀
洗町

保健所 0946-22-3964

住 所 朝倉市甘木2014-1 朝倉総合庁舎内

本

庁

舎北筑後

保健福祉環境

事務所
住 所 久留米市合川町1642-1 

久留米総合庁舎内

分

庁

舎
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所管区域連絡先・住所名称

大牟田市、柳川市、八女市、
筑後市、大川市、みやま市、
大木町、広川町

保健所 0944-72-2185

住 所 柳川市三橋町今古賀8-1

本

庁

舎南筑後

保健福祉環境

事務所

住 所 八女市本村25 八女合庁舎内

分

庁

舎

行橋市、豊前市、苅田町、
みやこ町、吉富町、上毛町、
築上町

保健所 0930-23-2690

住 所 行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎内

京築

保健福祉環境

事務所

（３） 福岡県児童相談所

所管区域連絡先・住所名称

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸
島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、
須恵町、久山町、粕屋町

電話 092-586-0023

住所 春日市原町3-1-7

福岡児童相談所等庁舎3階

福岡

児童相談所

久留米市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、
うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗
町、大木町、広川町

電話 0942-32-4458

住所 久留米市津福本町281

久留米

児童相談所

直方市、飯塚市、田川市、嘉麻市、小竹町、
桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、
大任町、赤村、福智町

電話 0947-42-0499

住所 田川市弓削田188

田川

児童相談所

大牟田市、柳川市、みやま市
電話 0944-54-2344

住所 大牟田市西浜田町4-1

大牟田

児童相談所

中間市、宗像市、古賀市、福津市、宮若市、
新宮町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、
鞍手町

電話 0940-37-3255

住所 宗像市東郷1-2-3

宗像

児童相談所

行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉冨町、
上毛町、築上町

電話 0979-84-0407

住所 豊前市大字八屋2007-1

京築

児童相談所
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（４） 精神保健福祉センター

連絡先連絡先・住所名称

092-582-7500
春日市原町3-1-7

福岡児童相談所等庁舎2階
福岡県精神保健福祉センター

【県】

【政令市】

連絡先連絡先・住所名称

093-522-8729
北九州市小倉北区馬借1-7-1

北九州市総合保健福祉センター内
北九州市精神保健福祉センター

092-737-8829
福岡市中央区舞鶴2-5-1

あいれふ内
福岡市精神保健福祉センター
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（５） 福岡県障がい児等療育支援事業所

所管区域連絡先・住所名称圏域

糸島市
電話 092-327-2929
住所 糸島市志摩馬場1079-1

志摩学園
福岡・

糸島

古賀市、宇美町、篠栗町、
志免町、須恵町、新宮町、
久山町、粕屋町

電話 092-976-2281
住所 糟屋郡久山町大字久原 1869

久山療育園粕屋

宗像市、福津市
電話 0940-52-8551
住所 福津市奴山616

昭和学園宗像

筑紫野市、春日市、大野城
市、太宰府市、那珂川市

電話 092-925-4681
住所 太宰府市大字大佐野42-1

すみれ園筑紫

朝倉市、筑前町、東峰村
電話 0946-42-4131
住所 朝倉郡筑前町三箇山1147-2

第二野の花学園
甘木・

朝倉

小郡市、大川市、うきは市、
大刀洗町、大木町

電話 0942-72-7221
住所 小郡市大板井1143-1

はぐ久留米

八女市、筑後市、広川町
電話 0943-30-3001
住所 八女市馬場6番地1

蓮の実団地
八女・

筑後

大牟田市、柳川市、みやま
市

電話 0944-32-9728
住所 大牟田市今山755

りんどう学園有明

飯塚市、嘉麻市、桂川町
電話 0948-82-0153
住所 飯塚市有安959-4

笠松あんじゃ園飯塚

直方市、宮若市、小竹町、
鞍手町

電話 0949-43-1200
住所 鞍手郡鞍手町大字新延 1804-2

鞍手ゆたかの里
直方・

鞍手

田川市、香春町、添田町、
糸田町、川崎町、大任町、
福智町、赤村

電話 0947-46-9503
住所 田川郡福智町伊方610

みろく園田川

北九州市及び福岡市、久
留米市を除く県全域

電話 093-922-5596
住所 北九州市小倉南区春ケ丘10-4

北九州市立

総合療育セン

ター（※）

北九州

行橋市、豊前市、苅田町、
みやこ町、吉富町、上毛町、
築上町

電話 0979-82-４４７８
住所 豊前市大字大西1188-11

恵光園

こどもの家
京築

※北九州市立総合療育センターでは、在宅支援外来療育等指導事業のみ実施。

北九州市、福岡市及び久留米市でも障がい児等療育支援事業を行っています。詳しくは各市役所にお

問い合わせください。
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（６） 福岡県発達障がい児等療育支援事業所（医療連携型）

所管区域連絡先・住所名称圏域

筑紫野市、春日市、大野城市、
太宰府市、那珂川市、朝倉市、
筑前町、東峰村、小郡市、大川
市、うきは市、大刀洗町、大木
町、大牟田市、柳川市、みやま
市、八女市、筑後市、広川町

電話 0942-33-1581
住所 久留米市津福本町1012

聖ルチア病院県南部

中間市、芦屋町、水巻町、岡垣
町、遠賀町、宗像市、福津市、直
方市、宮若市、小竹町、鞍手町、
糸島市、古賀市、宇美町、篠栗
町、志免町、須恵町、新宮町、久
山町、粕屋町、飯塚市、嘉麻市、
桂川町、田川市、香春町、添田
町、糸田町、川崎町、大任町、福
智町、赤村、行橋市、豊前市、苅
田町、みやこ町、吉富町、上毛
町、築上町

電話 092-661-1083
住所 福岡市東区香椎1-9-15

香椎療養所県北部

中間市、芦屋町、水巻町、岡垣
町、遠賀町、宗像市、福津市、直
方市、宮若市、小竹町、鞍手町、
糸島市、古賀市、宇美町、篠栗
町、志免町、須恵町、新宮町、久
山町、粕屋町、飯塚市、嘉麻市、
桂川町、田川市、香春町、添田
町、糸田町、川崎町、大任町、福
智町、赤村、行橋市、豊前市、苅
田町、みやこ町、吉富町、上毛
町、築上町

電話 ０９３０-25-2000
住所 行橋市北泉３丁目11-1

行橋記念病院県北部

北九州市、福岡市及び久留米市でも障がい児等療育支援事業を行っています。詳しくは各市役所にお

問い合わせください。
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参考・引用

・福岡市医師会 保育園・幼稚園保健部会（2023年）
「発達が気になる子どもの理解と適切な支援の導入へ向けて～保育園・
幼稚園の保育者の皆様へ」

監修

・九州大学病院 子どものこころ診療部 山下洋 特任教授
・他 令和７年度福岡県障がい児保育受入体制検討部会委員


